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(57)【要約】
【課題】　シミュレーションを実行するＣＰＵへの処理
負荷を必要最小限にとどめつつ、目的に応じて必要十分
な精度を持ったシミュレーションを実行できるシミュレ
ーション方法及びそれを実現する情報処理装置を提供す
る。
【解決手段】　装置を制御するＣＰＵとＣＰＵの制御対
象である装置との各機能の実行をシミュレーションする
場合に、装置をシミュレートする装置シミュレータがシ
ミュレーションの対象となる装置の機能に応じて異なる
シミュレーションの精度を持った複数の装置シミュレー
ションモデルから構成され、シミュレーションの実行時
には、複数の装置シミュレーションモデルからシミュレ
ーションの対象となる装置の機能に応じた装置シミュレ
ーションモデルを選択して、ＣＰＵをシミュレートする
ＣＰＵシミュレータと接続する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装置を制御するＣＰＵと該ＣＰＵの制御対象である装置との各機能の実行をシミュレー
ションする情報処理装置であって、
　前記ＣＰＵが実行するソフトウエアを異なるＣＰＵでシミュレートするＣＰＵシミュレ
ータと、
　前記ＣＰＵの制御対象である装置の各機能をシミュレートする装置シミュレータと、
　シミュレータの間での情報を関連づけるため予め定義された接続情報に従って、前記Ｃ
ＰＵシミュレータと前記装置シミュレータとの間で関連づけられた情報を接続して情報の
伝達を行い、シミュレータの間での仮想時刻を同期させるため予め定義された情報に従っ
て、接続された前記ＣＰＵシミュレータと前記装置シミュレータを前記仮想時刻に同期さ
せるシミュレータ接続手段とを有し、
　前記装置シミュレータは、シミュレーションの対象となる装置の機能に応じて異なるシ
ミュレーションの精度を持った複数の装置シミュレーションモデルから構成され、
　前記シミュレータ接続手段は、前記複数の装置シミュレーションモデルからシミュレー
ションの対象となる装置の機能に応じた装置シミュレーションモデルを選択して前記ＣＰ
Ｕシミュレータと接続する接続モデル切換手段を有することを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記接続情報は、前記複数の装置シミュレーションモデルの各々について、他のシミュ
レータまたは他の装置シミュレーションモデルへの接続情報を有することを特徴とする請
求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記装置シミュレータはシミュレーションの対象となる装置の部品に応じた複数の部品
シミュレーションモデルを有し、前記複数の装置シミュレーションモデルの各々がシミュ
レーションの対象となる装置の機能に応じて組み合わされた部品シミュレーションモデル
から構成されることを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記接続情報は、前記複数の部品シミュレーションモデルの各々について、他のシミュ
レータまたは他の装置シミュレーションモデルまたは他の部品シミュレーションモデルへ
の接続情報を有することを特徴とする請求項３に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　シミュレーションを実行する順序を指示するため予め定義された評価シナリオとシミュ
レーションの対象となる装置の機能とを対応づけて記憶する切換条件格納手段と、
　前記評価シナリオに対応するシミュレーションの対象となる装置の機能を、前記シミュ
レータ接続手段に指示する指示手段とを更に有することを特徴とする請求項１乃至４のい
ずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記切換条件格納手段は、前記評価シナリオに対応づけて複数のシミュレーションの対
象となる装置の機能を記憶し、
　前記シミュレータ接続手段は、前記複数のシミュレーションの対象となる装置の機能に
対応する複数の装置シミュレーションモデルを一連のシミュレーションとして順次に接続
することを特徴とする請求項５に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記シミュレーションの対象となる装置の機能はシミュレーションの対象となる装置の
シミュレーション状態に対応し、
　前記接続モデル切換手段は、シミュレーションの対象となる装置のシミュレーション状
態に応じた装置シミュレーションモデルを選択することを特徴とする請求項５または６に
記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記複数の装置シミュレーションモデルの間でのシミュレーションデータを対応づける
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情報を記憶する対応情報記憶手段と、
　装置シミュレーションモデルが切り換えられる場合に、シミュレーションデータを対応
づけるためシミュレーションデータを変換するシミュレーションデータ変換手段とを更に
有し、
　前記シミュレータ接続手段は、接続する装置シミュレーションモデルの切り換えに際し
て、前記対応づける情報に基づき、前記シミュレーションデータ変換手段により切り換え
前の装置シミュレーションモデルのシミュレーションデータを切り換え後の装置シミュレ
ーションモデルのシミュレーションデータに変換させて、前記切り換え後の装置シミュレ
ーションモデルに引き渡すことを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の情報
処理装置。
【請求項９】
　オペレータから前記複数の装置シミュレーションモデルのうちから１つの装置シミュレ
ーションモデルを指定するためのユーザインタフェースを更に有し、
　前記接続モデル切換手段は、前記ユーザインタフェースからの１つの装置シミュレーシ
ョンモデルの指定に応じて、シミュレーションを実行中に前記１つの装置シミュレーショ
ンモデルを装置シミュレータとして組み込むことを特徴とする請求項１乃至８のいずれか
１項に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　装置を制御するＣＰＵが実行するソフトウエアを異なるＣＰＵでシミュレートするＣＰ
Ｕシミュレータと、前記ＣＰＵの制御対象である装置の各機能をシミュレートする装置シ
ミュレータとを情報処理装置で動作させて、前記ＣＰＵと制御対象である装置との各機能
の実行をシミュレーションするシミュレーション方法であって、
　シミュレータの間での情報を関連づけるため予め定義された接続情報に従って、前記Ｃ
ＰＵシミュレータと装置シミュレータとの間で関連づけられた情報を接続して情報の伝達
を行い、シミュレータの間での仮想時刻を同期させるため予め定義された情報に従って、
接続された前記ＣＰＵシミュレータと装置シミュレータを前記仮想時刻に同期させるシミ
ュレータ接続工程を有し、
　前記装置シミュレータは、シミュレーションの対象となる装置の機能に応じて異なるシ
ミュレーションの精度を持った複数の装置シミュレーションモデルから構成され、
　前記シミュレータ接続工程は、前記複数の装置シミュレーションモデルからシミュレー
ションの対象となる装置の機能に応じた装置シミュレーションモデルを選択して前記ＣＰ
Ｕシミュレータと接続する接続モデル切換工程を有することを特徴とするシミュレーショ
ン方法。
【請求項１１】
　前記接続情報は、前記複数の装置シミュレーションモデルの各々について、他のシミュ
レータまたは他の装置シミュレーションモデルへの接続情報を有することを特徴とする請
求項１０に記載のシミュレーション方法。
【請求項１２】
　前記装置シミュレータはシミュレーションの対象となる装置の部品に応じた複数の部品
シミュレーションモデルを有し、前記複数の装置シミュレーションモデルの各々がシミュ
レーションの対象となる装置の機能に応じて組み合わされた部品シミュレーションモデル
から構成されることを特徴とする請求項１０に記載のシミュレーション方法。
【請求項１３】
　前記接続情報は、前記複数の部品シミュレーションモデルの各々について、他のシミュ
レータまたは他の装置シミュレーションモデルまたは他の部品シミュレーションモデルへ
の接続情報を有することを特徴とする請求項１２に記載のシミュレーション方法。
【請求項１４】
　前記情報処理装置が、シミュレーションを実行する順序を指示するため予め定義された
評価シナリオとシミュレーションの対象となる装置の機能とを対応づけて記憶する切換条
件格納手段を有し、
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　前記評価シナリオに対応するシミュレーションの対象となる装置の機能を、前記シミュ
レータ接続工程に指示する指示工程を更に有することを特徴とする請求項１０乃至１３の
いずれか１項に記載のシミュレーション方法。
【請求項１５】
　前記切換条件格納手段は、前記評価シナリオに対応づけて複数のシミュレーションの対
象となる装置の機能を記憶し、
　前記シミュレータ接続工程では、前記複数のシミュレーションの対象となる装置の機能
に対応する複数の装置シミュレーションモデルを一連のシミュレーションとして順次に接
続することを特徴とする請求項１４に記載のシミュレーション方法。
【請求項１６】
　前記シミュレーションの対象となる装置の機能はシミュレーションの対象となる装置の
シミュレーション状態に対応し、
　前記接続モデル切換工程では、シミュレーションの対象となる装置のシミュレーション
状態に応じた装置シミュレーションモデルを選択することを特徴とする請求項１４または
１５に記載のシミュレーション方法。
【請求項１７】
　前記情報処理装置が、前記複数の装置シミュレーションモデルの間でのシミュレーショ
ンデータを対応づける情報を記憶する対応情報記憶手段を有し、
　装置シミュレーションモデルが切り換えられる場合に、シミュレーションデータを対応
づけるためシミュレーションデータを変換するシミュレーションデータ変換工程を更に有
し、
　前記シミュレータ接続工程では、接続する装置シミュレーションモデルの切り換えに際
して、前記対応づける情報に基づき、前記シミュレーションデータ変換工程により切り換
え前の装置シミュレーションモデルのシミュレーションデータを切り換え後の装置シミュ
レーションモデルのシミュレーションデータに変換させて、前記切り換え後の装置シミュ
レーションモデルに引き渡すことを特徴とする請求項１０乃至１６のいずれか１項に記載
のシミュレーション方法。
【請求項１８】
　前記情報処理装置が、オペレータから前記複数の装置シミュレーションモデルのうちか
ら１つの装置シミュレーションモデルを指定するためのユーザインタフェースを更に有し
、
　前記接続モデル切換工程では、前記ユーザインタフェースからの１つの装置シミュレー
ションモデルの指定に応じて、シミュレーションを実行中に前記１つの装置シミュレーシ
ョンモデルを装置シミュレータとして組み込むことを特徴とする請求項１０乃至１７のい
ずれか１項に記載のシミュレーション方法。
【請求項１９】
　請求項１０乃至１８のいずれか１項に記載のシミュレーション方法の各工程をコンピュ
ータに実行させるためのプログラム。
【請求項２０】
　請求項１９に記載のプログラムを記憶したコンピュータが読み取り可能な記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンピュータシステム上で実行される複数のシミュレータを１つのシステム
として同期実行させるシミュレーションシステムにおけるシミュレーション方法及びそれ
を実現する情報処理装置に関するものである。特に、装置に組み込むソフトウエアを該ソ
フトウエアの制御対象装置の挙動をシミュレーションする装置用シミュレータを対象に検
証及び評価するシミュレーション方法及びそれを実現する情報処理装置に関するものであ
る。
【背景技術】
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【０００２】
　従来、前述のようなシミュレーションシステムとしては、特許文献１のような例がある
。特許文献１の例では、１つの計算機シミュレータ（以下、ＣＰＵシミュレータと称す）
に対して１つのシミュレーションモデルで構成された制御対象装置の装置シミュレータを
接続する、シミュレーションシステムの構成となっている。
【０００３】
　図２８に、従来の装置制御用のシミュレーションシステムの構成を示す。図２８の装置
制御用のシミュレーションシステムは、ＣＰＵシミュレータ２８０１、シミュレータ接続
部２８０２、装置シミュレータ２８０３、評価部２８０４、シミュレータ連携部２８０５
、接続情報記憶部２８０６から構成される。ここで、図２８の例では、装置シミュレータ
２８０３は、１つのシミュレーションモデルである擬似エンジンシミュレータとして構成
されている。ＣＰＵシミュレータ２８０１と、装置シミュレータ２８０３と、評価部２８
０４は、シミュレータ連携部２８０５により接続されている。シミュレータ連携部２８０
５は、接続情報記憶部２８０６の接続情報に基づき、２つのシミュレータ（ＣＰＵシミュ
レータ２８０１と装置シミュレータ２８０３）及び評価部２８０４の持つ同一定義の情報
の連携及びデータ転送を行う。同時に、シミュレータ連携部２８０５は、２つのシミュレ
ータ及び評価部２８０４がシミュレーション上の同一の時刻で動作するように同期処理を
行う。
【特許文献１】特開２００７－５２５８０公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、前記従来例のシミュレーションシステムでは制御対象の装置を１つのシ
ミュレーションモデルで構成するため、以下のような問題が発生する。
【０００５】
　制御用ソフトウエアは、通常、複数の機能から構成される制御対象装置を制御するため
、ソフトウエア自体も複数の機能（以下モジュールとの言う）から構成される。ここで、
制御対象装置の装置シミュレータを１つのシミュレーションモデルで構成するためには、
１つのシミュレーションモデルに制御用ソフトウエアの全モジュールに対するあらゆる検
証及び評価に対応した機能を持たせる必要がある。このようなシミュレーションモデルに
よって初めて、前記のように装置の複数の機能を対象にモジュール化された制御用ソフト
ウエアを検証及び評価することができる。
【０００６】
　例えば、電子写真装置の制御用ソフトウエアを検証及び評価するシミュレーションシス
テムにおける装置シミュレータにおいては、次ぎのようなシミュレーションモデルを構成
する必要がある。例えば、用紙搬送制御、画像形成制御、定着装置制御、各駆動部品制御
等を検証及び評価することが可能な装置シミュレータを１つのシミュレーションモデルで
構成する場合を考える。この場合には、用紙搬送機構の動作、用紙の挙動、画像形成プロ
セス、定着装置の挙動、各種駆動機構の機能の全てについて高機能のシミュレーションが
可能なシミュレーションモデルを構成する必要がある。
【０００７】
　しかし、各種機能のシミュレーションを全て高度に行えるようなシミュレーションモデ
ルを構成すると、シミュレーションを実行するＣＰＵの負荷が大きくなってシミュレーシ
ョン速度の低下を招いてしまう。逆に、ＣＰＵへの負荷軽減のために簡易なシミュレーシ
ョンを行うシミュレーションモデルを構成した場合には、制御用ソフトウエアの十分な検
証及び評価が行えなくなる。
【０００８】
　本発明は、上記問題点に鑑み、シミュレーションを実行するＣＰＵへの処理負荷を必要
最小限にとどめつつ、目的に応じて必要十分な精度を持ったシミュレーションを実行でき
るシミュレーション方法及びそれを実現する情報処理装置を提供する。
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【課題を解決するための手段】
【０００９】
　かかる課題を解決するために、本発明の情報処理装置は、装置を制御するＣＰＵと該Ｃ
ＰＵの制御対象である装置との各機能の実行をシミュレーションする情報処理装置であっ
て、前記ＣＰＵが実行するソフトウエアを異なるＣＰＵでシミュレートするＣＰＵシミュ
レータと、前記ＣＰＵの制御対象である装置の各機能をシミュレートする装置シミュレー
タと、シミュレータの間での情報を関連づけるため予め定義された接続情報に従って、前
記ＣＰＵシミュレータと前記装置シミュレータとの間で関連づけられた情報を接続して情
報の伝達を行い、シミュレータの間での仮想時刻を同期させるため予め定義された情報に
従って、接続された前記ＣＰＵシミュレータと前記装置シミュレータを前記仮想時刻に同
期させるシミュレータ接続手段とを有し、前記装置シミュレータは、シミュレーションの
対象となる装置の機能に応じて異なるシミュレーションの精度を持った複数の装置シミュ
レーションモデルから構成され、前記シミュレータ接続手段は、前記複数の装置シミュレ
ーションモデルからシミュレーションの対象となる装置の機能に応じた装置シミュレーシ
ョンモデルを選択して前記ＣＰＵシミュレータと接続する接続モデル切換手段を有するこ
とを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明にシミュレーション方法は、装置を制御するＣＰＵが実行するソフトウエ
アを異なるＣＰＵでシミュレートするＣＰＵシミュレータと、前記ＣＰＵの制御対象であ
る装置の各機能をシミュレートする装置シミュレータとを情報処理装置で動作させて、前
記ＣＰＵと制御対象である装置との各機能の実行をシミュレーションするシミュレーショ
ン方法であって、シミュレータの間での情報を関連づけるため予め定義された接続情報に
従って、前記ＣＰＵシミュレータと装置シミュレータとの間で関連づけられた情報を接続
して情報の伝達を行い、シミュレータの間での仮想時刻を同期させるため予め定義された
情報に従って、接続された前記ＣＰＵシミュレータと装置シミュレータを前記仮想時刻に
同期させるシミュレータ接続工程を有し、前記装置シミュレータは、シミュレーションの
対象となる装置の機能に応じて異なるシミュレーションの精度を持った複数の装置シミュ
レーションモデルから構成され、前記シミュレータ接続工程は、前記複数の装置シミュレ
ーションモデルからシミュレーションの対象となる装置の機能に応じた装置シミュレーシ
ョンモデルを選択して前記ＣＰＵシミュレータと接続する接続モデル切換工程を有するこ
とを特徴とする。
【００１１】
　更に、上記シミュレーション方法の各工程をコンピュータに実行させるためのプログラ
ム、及び該プログラムを記憶したコンピュータが読み取り可能な記憶媒体を提供する。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、制御対象装置を制御するＣＰＵの制御用ソフトウエアを検証及び評価
するシステムで、シミュレーションを実行するＣＰＵへの処理負荷を必要最小限にとどめ
つつ、目的に応じて必要十分な精度を持ったシミュレーションを実行できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施形態を添付図面に従って、詳細に説明する。
【００１４】
　＜本実施形態のシミュレーションを実現するコンピュータシステムの構成例＞
　本実施形態のシミュレーションシステムは、パーソナルコンピュータ、ワークステーシ
ョン等（以下、まとめてコンピュータシステムあるいは情報処理装置と記す）で実行され
るプログラムとして実現されるものである。
【００１５】
　図２は、本実施形態のコンピュータシステムのハードウエア構成例を示す概略図である
。



(7) JP 2010-146530 A 2010.7.1

10

20

30

40

50

【００１６】
　図２のコンピュータシステム２００は、以下のように構成される。２０１は、以下に説
明する構成要素２０２～２０９をバス２１０を介してアクセスし、演算及び制御するＣＰ
Ｕ（中央処理装置）である。２０２は、バス２１０を介してＣＰＵ２０１からアクセス可
能なＲＯＭ（読み出し専用メモリ）である。２０３は、ＲＡＭ（読み書き可能なメモリ）
である。２０４は、入力インタフェースであり、キーボード、マウス、タブレットなどの
入力装置２０５を介してユーザからの入力を受け取る。２０６は、出力インタフェースで
あり、ＣＲＴ、ＬＣＤなどの表示部２０７ａ、更にはプリンタ、プロッタなどの記録部２
０７ｂを含む出力装置２０７に対しデータの表示や出力を行う。２０８は、外部記憶イン
タフェースであり、ハードディスクやＦＤ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＭＯ、ＣＦなどの外部記憶装
置２０９に対するデータの入出力を行うものである。外部記憶装置２０９には、シミュレ
ーションシステムの各機能を実現する処理プログラム２０９ａ、シミュレーションの対象
となる機器の情報を含むシミュレーションのための各種設定データ２０９ｂ及びファーム
ウェア２０９ｃが格納される。
【００１７】
　シミュレーションに際しては、処理プログラム２０９ａ、各種設定データ２０９ｂ、フ
ァームウェア２０９ｃを外部記憶装置２０９からＲＡＭ２０３にロードし、ＣＰＵ２０１
によって処理プログラム２０９ａが実行される。
【００１８】
　＜本実施形態におけるシミュレーション対象装置の構成例＞
　図３は、本実施形態におけるシミュレーション対象装置の一例である電子写真装置３０
１の断面図である。
【００１９】
　電子写真装置３０１は、図３に示すように、記録紙Ｓを収納するカセット３０２を有す
る。カセット３０２は、記録紙Ｓの減少に応じて最上位の記録紙を給紙可能な高さに保つ
ため、不図示のリフタ機構によって高さが変化する中板３０３と、紙面高さが所定範囲に
あるとことを検出するための紙面センサ３０４とを有している。また、カセット３０２内
の用紙有無を検出するためのカセット用紙センサ３０５を有する。カセット３０２上には
、記録紙をピックアップするピックアップローラ３０６と、更にピックアップされた記録
紙をくり出す給紙ローラ３０７とが設けられている。そして、給紙ローラ３０７の下流に
は、給紙された記録紙を後述のレジストローラ３１０まで搬送する搬送ローラ３０８が配
設されている。
【００２０】
　搬送ローラ３０８の下流には、画像の副走査同期信号に記録紙Ｓを同期させて搬送する
レジストローラ３１０が配設されており、レジストローラ３１０の直前には用紙センサで
あるレジ前センサ３０９が配設されている。レジストローラ３１０の下流には、レーザス
キャナ部３１２からのレーザ光により画像を形成する画像形成部３１１が配設されている
。さらに、画像形成部３１１の下流には、定着器３１３が配設されている。そして、定着
器３１３の下流には定着排紙ローラ３１４が配設され、定着排紙ローラ３１４の下流には
定着排紙センサ３１５が配設されている。
【００２１】
　定着排紙センサの下流には、フェイスダウン排紙トレイ３１９への搬送路とフェイスア
ップ排紙トレイ３２１への搬送路の分岐があり、用紙の搬送方向を切換えるフラッパ３１
６が配接されている。フラッパ３１６のフェイスダウン排紙トレイ３１９側の搬送路下流
には、排紙搬送ローラ３１７、３１８が配設されて、フェイスダウン排紙トレイ３１９ま
で記録紙を搬送する。また、フラッパ３１６のフェイスアップ排紙トレイ３２１側の搬送
路下流には、排紙搬送ローラ３２０が配設されて、フェイスアップ排紙トレイ３２１まで
記録紙を搬送する。
【００２２】
　また、電子写真装置３０１は、前記機能の他に下記の機能を有している。
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【００２３】
　前記中板３０３の高さを調整するリフタ機構は、不図示のリフタモータを駆動源とする
。前記ピックアップローラ３０６、給紙ローラ３０７、搬送ローラ３０８は不図示の給紙
モータを駆動源とする。前記レジストローラ３１０から下流の用紙搬送ローラ（画像形成
部３１１の感光ドラム、転写ローラ、定着器３１３の定着ローラを含む）は、全て不図示
のメインモータを駆動源としている。前記ピックアップローラ３０６は、不図示のカム機
構によって上下動する構成になっており、カム機構駆動のトリガを不図示のピックアップ
ソレノイドによってコントロールする。前記レジストローラ３１０は、不図示のレジスト
ローラクラッチを介してメインモータからの駆動力を受けており、レジストローラクラッ
チの制御によって駆動停止が制御される。
【００２４】
　前記画像形成部３１１の光学機構は、半導体レーザと、半導体レーザからのレーザ光を
反射させるポリゴンミラーを回転させ感光ドラム上にレーザ光をスキャンさせるスキャナ
モータとを有している。レーザ発光時にスキャナモータを回転させると、ＢＤ信号（主走
査同期信号）がスキャナモータの回転速度に反比例した周期で発生する。制御用ソフトウ
エア及び制御回路は、ＢＤ信号の周期を目標周期に一致させるようにスキャナモータの回
転を制御する。
【００２５】
　また、定着器３１３は、定着器を加熱するための定着ヒータ（ローラ軸方向の中心部を
加熱するメインヒータと、端部を過熱するサブヒータ）を有する。また、定着器３１３の
温度を測定するサーミスタ（ローラ軸方向の中心部の温度を測定するメインサーミスタ、
端部の温度を測定するサブサーミスタ）を有する。また、ヒータへの通電接続と遮断をコ
ントロールするリレー、ＣＰＵからのヒータイネーブル信号の有無によりヒータへの通電
をコントロールするヒータ暴走防止装置等を有している。また、電子写真装置３０１は、
装置内の昇温を抑えるための冷却ファンを有している。
【００２６】
　これらの構成要素の機能及び制御手法については、周知技術であるため詳述は避ける。
以下に示す本実施形態のシミュレーションシステムでは、これらの機能について制御用ソ
フトウエアから見た動作を実機同様にシミュレーションすることを目的とする。
【００２７】
　［実施形態１］
　＜実施形態１のシミュレーションシステムの機能構成例＞
　図１に、図２のコンピュータシステム２００により実現される、前記構成の電子写真装
置における制御用ソフトウエアの動作を検証するための電子写真装置用のシミュレーショ
ンシステムの機能構成例を示す。
【００２８】
　電子写真装置用のシミュレーションシステムは、ＣＰＵシミュレータ１０１、シミュレ
ータ接続部１０２、擬似プリンタ１０３、評価部１０４から構成される。以下、これら構
成要素について、順に説明する。
【００２９】
　＜実施形態１のＣＰＵシミュレータ１０１の構成例＞
　ＣＰＵシミュレータ１０１は、電子写真装置に搭載されるＣＰＵ（以下、コンピュータ
システム２００のＣＰＵ２０１と区別するためターゲットＣＰＵと記す）の動作をコンピ
ュータシステム２００上で実現するシミュレータである。ターゲットＣＰＵ用にプログラ
ミングされたプログラムをロードする。そして、プログラムに従って、コンピュータシス
テム２００上に擬似的に定義されたターゲットＣＰＵのメモリ１０１ａ、レジスタ１０１
ｂ、Ｉ／Ｏ（入出力信号）１０１ｃの情報を変更する。同時に、命令実行とともにターゲ
ットＣＰＵにおいて進行する仮想の実行サイクル数を計算する。
【００３０】
　また、ＣＰＵシミュレータ１０１は、他の機能と接続するための外部インタフェースを
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有しており、外部インタフェースを介して他の機能と情報のやり取り、外部からのシミュ
レーション動作に対する指示の受け付け等を行う。これらについては周知技術であり、詳
説は省く。
【００３１】
　＜実施形態１の擬似プリンタ１０３の構成例＞
　擬似プリンタ１０３は、ターゲットＣＰＵの制御対象となる電子写真装置３０１のモー
タ、アクチュエータ、センサ、各種機構部品、画像形成部、定着装置等の動作をコンピュ
ータシステム２００上で実現するシミュレータである。擬似プリンタ１０３には、目的に
応じた３種類の装置シミュレーションモデルである擬似プリンタモデル（擬似プリンタモ
デル１０３－１、擬似プリンタモデル１０３－２、擬似プリンタモデル１０３－－３）が
用意されている。そして、後述の接続モデル切換部１０６により、いずれか１つのモデル
がシミュレーションシステムに組み込まれる。
【００３２】
　ここで、本実施形態における擬似プリンタモデル１０３－１は、用紙搬送系の制御検証
用に用紙搬送機構や用紙の挙動を高精度にシミュレーションする装置シミュレーションモ
デルである。擬似プリンタモデル１０３－２は、定着制御検証用に定着装置の挙動を高精
度にシミュレーションする装置シミュレーションモデルである。擬似プリンタモデル１０
３－３は、駆動部品制御検証用にモータ、アクチュエータ、メカ駆動機構の挙動を高精度
にシミュレーションする装置シミュレーションモデルである。
【００３３】
　図４に、擬似プリンタモデル１０３－１の初期設定情報４０１、入力情報４０２、シミ
ュレーションユニット４０３、機能構成４０４、出力情報４０５の例を示す。図５に擬似
プリンタモデル１０３－２の初期設定情報５０１、入力情報５０２、シミュレーションユ
ニット５０３、機能構成５０４、出力情報５０５の例を示す。図６に擬似プリンタモデル
１０３－１の初期設定情報６０１、入力情報６０２、シミュレーションユニット６０３、
機能構成６０４、出力情報６０５の例を示す。
【００３４】
　（擬似プリンタモデル１０３－１）
　図４に示す擬似プリンタモデル１０３－１は、制御用ソフトウエアにおける用紙搬送制
御に関する機能検証のために、用紙搬送、用紙搬送に関連する駆動部品、用紙と形成画像
の同期を確認する。従って、そのための形成画像表示機能について、高機能のシミュレー
ションを可能とした構成になっている。
【００３５】
　ここでいう高機能のシミュレーションとは、実際の物理現象を正確に解析する機能では
なく、制御用ソフトウエアの検証のために実機で発生し得る様々な状況を細かに再現させ
ることができるシミュレーションを意味する。
【００３６】
　これに対して、定着器及び用紙搬送に関係しない駆動部品については、必要最小限のシ
ミュレーション機能のみを有するように構成されている。
【００３７】
　例えば、搬送系を高精度にシミュレートするため、用紙搬送シミュレーションユニット
は、次のような機能及び構成を有している。すなわち、対象となる用紙がニップされてい
るローラ全てについての用紙搬送速度演算機能、対象となる用紙がニップされている全て
のローラ間の用紙弛み量演算機能、用紙積載高さの概念を持つ給紙トレイや排紙トレイの
用紙管理手段等を有する。そして、ローラ滑り率、ローラ間の用紙弛み量等を考慮して各
種用紙挙動、センサ干渉の演算を行うというように高機能のシミュレーションを行えるよ
うな構成となっている。また、画像形成シミュレーションユニットは、画像形成位置演算
機能を有し、用紙搬送制御と画像形成制御の同期確認が可能な構成になっている。
【００３８】
　（擬似プリンタモデル１０３－２）
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　図５に示す擬似プリンタモデル１０３－２は、制御用ソフトウエアにおける定着制御に
関する機能検証のため、定着関連機能や動作のシミュレーションに関して高機能とし、そ
れ以外の機能は簡潔なシミュレーションとして構成している。
【００３９】
　例えば、定着系を高精度にシミュレートするため、定着器シミュレーションユニットは
、ヒータドライブ信号、イネーブル信号、リレー状態、ゼロクロス信号等、実機のハード
ウエア回路の機能を全てシミュレーションする。同時に、熱伝達遅延、定着部の用紙通過
等を考慮した定着温度演算を行い、より実機の定着装置に近い動作をシミュレーションす
るとともに、定着器に関する異常状態を強制的に発生させる機能を設けた構成になってい
る。
【００４０】
　（擬似プリンタモデル１０３－３）
　図６に示す擬似プリンタモデル１０３－３は、制御用ソフトウエアにおける駆動部品制
御に関する機能検証のため、駆動部品（カセットリフタ、スキャナモータを含む）関連機
能や動作のシミュレーションを高機能とする。そして、それ以外の機能は簡潔なシミュレ
ーションとして構成している。
【００４１】
　例えば、駆動機構を高精度にシミュレートするため、駆動部品シミュレーションユニッ
トは、各種モータ、アクチュエータの動作シミュレーションに時定数を設ける等、より実
機に近い動作シミュレーションを行う。同時に、モータ、アクチュエータに関する異常状
態を強制的に発生させる機能を設けた構成になっている。
【００４２】
　なお、各擬似プリンタモデルにある擬似プリンタ描画機能は、コンピュータシステム２
００の表示部２０７ａ上に電子写真装置３０１のイメージを描画し、用紙搬送、画像形成
、アクチュエータ動作などを模式的に表示する機能である。
【００４３】
　（擬似プリンタモデルの描画例）
　図７に、本実施形態における擬似プリンタ描画機能による描画イメージの一例を示す。
【００４４】
　７０１は給紙カセット中板（床）、７０２は給紙カセット上の給紙待ち用紙、７０３は
リフタモータ、７０４は給紙カセット紙面センサ、７０５は給紙カセット紙有無センサで
ある。また、７０６は給紙モータ、７０７はピックアップソレノイド、７０８はピックア
ップローラ、７０９は給紙ローラ、７１０は搬送パス、７１１は搬送ローラである。また
、７１２はレジ前センサ、７１３はレジストローラ、７１４はレジストローラクラッチ、
７１５は感光ドラム、７１６は転写ローラ、７１７はレーザ光表示、７１８はメインモー
タである。また、７１９は定着ローラ、７２０は定着排紙ローラ、７２１は定着排紙セン
サ、７２２はファンモータである。また、７２３はフラッパソレノイド、７２４，７２６
，７２７は排紙搬送ローラ、７２５はフェイスアップ排紙トレイ、７２８は最上位のフェ
イスダウン排紙積載紙、７２９はフェイスダウン排紙トレイである。また、７３０はスキ
ャナモータを示している。
【００４５】
　従来例のように、制御用ソフトウエアによる用紙搬送制御、定着器制御、駆動部品制御
の全ての動作検証を１つの擬似プリンタモデルで実現しようとする。その場合には、プリ
ンタを構成する全部品に対して高機能のシミュレーションが可能な擬似プリンタモデルを
用意する必要がある。しかし、高機能なシミュレーションを実行しようとすると、シミュ
レーションを実行するコンピュータシステムへの負荷が大きくなるため、実行速度は遅く
なってしまう。
【００４６】
　そこで、本実施形態においては、前記目的別の装置シミュレーションモデルとしての複
数の擬似プリンタモデルからなる擬似プリンタ１０３（装置シミュレータ）を用意した。
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これにより、目的に応じてＣＰＵシミュレータ１０１との接続切換を容易に行うことがで
きるようにすることで、シミュレーションによる制御用ソフトウエアの検証を高精度で且
つ高速に実現可能とした。
【００４７】
　＜実施形態１のシミュレータ接続部１０２の構成例＞
　シミュレータ接続部１０２は、ＣＰＵシミュレータ１０１と、３つの擬似プリンタモデ
ル１０３－１～１０３－３のいずれか及び評価部１０４を接続して情報を伝達し、シミュ
レーションシステムとして連携動作させるものである。シミュレータ接続部１０２は、シ
ミュレータ連携部１０５、接続モデル切換部１０６、接続情報記憶部１０７から構成され
る。
【００４８】
　（シミュレータ連携部１０５の例）
　シミュレータ連携部１０５は、同期部１０８、配線部１０９、配線定義記憶部１１０か
ら構成される。
【００４９】
　配線部１０９は、配線定義記憶部１１０の配線定義を基に、連携動作の対象の各機能間
のシミュレーションデータを接続する。配線定義記憶部１１０は、シミュレーションシス
テムを構成するシミュレータ間で同一の意味として取り扱う情報を信号線として接続し、
この信号線の設定を一元的に管理している。配線定義記憶部１１０の配線定義は、接続モ
デル切換部１０６によって接続情報記憶部１０７に定義された接続情報に基づき設定され
る（詳細は後述）。
【００５０】
　同期部１０８は、各々個別のシミュレータの仮想時刻の概念に従って、処理を実行する
シミュレーションシステムを構成する各機能をシミュレーションシステム全体で同一の仮
想時刻に同期させる処理を行う。
【００５１】
　これら配線接続や同期の実現方法については、既知の手法に基づいて行われるので、詳
説は省く。
【００５２】
　（接続モデル切換部１０６の例）
　接続モデル切換部１０６は、評価部１０４のモデル指定部１１４からの接続モデル指定
（後述）に基づき、ＣＰＵシミュレータ１０１と接続する擬似プリンタ１０３のシミュレ
ーションモデルを擬似プリンタモデル１０３－１～１０３－３の内から選択する。そして
、接続情報記憶部１０７の内の選択した擬似プリンタモデルに対応した接続情報に基づき
、シミュレータ連携部１０５の配線定義記憶部１１０に配線定義を設定する。
【００５３】
　（接続情報記憶部１０７の例）
　接続情報記憶部１０７は、擬似プリンタモデル１０３－１～１０３－３の各々に対応す
る接続情報（接続情報１０７－１～１０７－３）を持っている。接続情報１０７－１～１
０７－３はそれぞれ、信号名８０１、データサイズ（データのビット数８０２）、デフォ
ルト値８０３、ＣＰＵシミュレータ１０１側の信号情報８０４、擬似プリンタ１０３側の
信号情報８０５からなる。ＣＰＵシミュレータ１０１側の信号情報８０４は、アドレス、
bit（ビット位置を示す;１ビットデータのみ）、Ｉ／Ｏ（Ｉが入力、Ｏが出力を示す）で
示される。また、擬似プリンタ１０３側の信号情報８０５は、信号ＩＤ（擬似プリンタ１
０３内で予め定義されている）、Ｉ／Ｏで示される。
【００５４】
　（接続情報１０７－１の例）
　図８Ａに、接続情報の内容の例として、本実施形態における擬似プリンタモデル１０３
－１に対応する接続情報１０７－１の内容を示す。
【００５５】
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　例えば、搬送系を高精度にシミュレートするため、ステッピングモータである給紙モー
タの各相励磁信号が入力として、カセットリフタ関連の信号、光学ユニット（レーザ、ス
キャナ）制御関連の信号が入出力として定義される。一方で、定着ヒータ制御に関しては
定着制御状態情報のみの入力となっている。
【００５６】
　（接続情報１０７－２の例）
　図８Ｂに、接続情報の内容の例として、本実施形態における擬似プリンタモデル１０３
－２に対応する接続情報１０７－２の内容を示す。
【００５７】
　例えば、定着系を高精度にシミュレートするため、ヒータイネーブル、メインヒータ駆
動、サブヒータ駆動等、実機同様の定着制御関連の信号が入力として定義されている。
【００５８】
　（接続情報１０７－３の例）
　図８Ｃに、接続情報の内容の例として、本実施形態における擬似プリンタモデル１０３
－３に対応する接続情報１０７－３の内容を示す。
【００５９】
　例えば、駆動機構を高精度にシミュレートするため、ファンロック、カセット紙面セン
サの信号が出力定義される一方で、光学ユニット関連の入力信号は定義されない。
【００６０】
　＜実施形態１の評価部１０４の構成例＞
　実施形態１の評価部１０４は、シナリオ格納部１１１、評価実行部１１２、モデル切換
条件格納部１１３－１、モデル指定部１１４から構成され、評価シナリオの順序でシミュ
レーションが行われる。
【００６１】
　シナリオ格納部１１１には、評価対象となる装置組み込みソフトウエアを評価するため
のシナリオが格納されている。該シナリオに基づき、評価実行部１１２によって、シミュ
レータ接続部１０２を介して、ＣＰＵシミュレータ１０１または擬似プリンタ１０３に様
々な設定がなされる。これら評価シナリオの実行については、既知の技術に基づいて行わ
れるので、詳説は省く。
【００６２】
　ここで、本実施形態においては、評価シナリオ毎にシナリオを特定するシナリオＩＤを
割り振り、モデル切換条件格納部１１３－１に評価シナリオＩＤと擬似プリンタのシミュ
レーションモデルの組み合わせ情報を保持する。
【００６３】
　図８Ｄは、モデル切換条件格納部１１３－１の構成例を示す図である。図８Ｄにように
、実施形態１では、各評価シナリオに対応して１つの擬似プリンタモデルが格納されてい
る。モデル切換条件格納部１１３－１には、評価シナリオＩＤ８１１に対応してシミュレ
ーション状態８１２とその特に選択される擬似プリンタモデル８１３が格納される。
【００６４】
　評価実行部１２２は、１つの評価シナリオ実行前に、開始する評価シナリオのＩＤをモ
デル指定部１１４に報知する。そして、接続モデル切換部１０６での接続完了の応答を待
ってから当該評価シナリオの実行を開始する。
【００６５】
　モデル指定部１１４は、評価実行部１２２からのシナリオＩＤの報知を受けて、モデル
切換条件格納部１１３－１の図８Ｄのような情報からシナリオＩＤに対応する擬似プリン
タモデルを選ぶ。そして、シミュレータ接続部１０２の接続モデル切換部１０６に対して
選んだ擬似プリンタモデルを指定する。そして、モデル指定部１１４は、接続モデル切換
部１０６からモデル切換え完了の応答を受けると、評価実行部１１２にシナリオＩＤの報
知に対するモデル切換え完了の応答を返す。
【００６６】
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　前述のとおり、シミュレータ接続部１０２の接続モデル切換部１０６は、モデル指定部
１１４による指定に応じて、指定された擬似プリンタモデルを接続情報記憶部１０７の対
応する接続情報に基づいてＣＰＵシミュレータ１０１に接続する。接続モデル切換部１０
６は、ＣＰＵシミュレータ１０１への接続処理（具体的には配線情報の組み換え）を実行
した後、モデル指定部１１４にモデル切換え完了を通知する。
【００６７】
　ここで、例えば図８Ａの接続情報のファンロック、給紙カセット紙面センサのように、
擬似プリンタモデルによってＣＰＵシミュレータ１０１への入力情報を持たないものがあ
る。これについては、図８Ａに示すように、ＣＰＵ入力信号のデフォルト値を接続情報に
設定しておく。そして、簡易的なシミュレーションにおいては、シミュレータ接続部１０
２がデフォルト値を固定値としてＣＰＵシミュレータ１０１に入力するように構成される
。
【００６８】
　＜実施形態１のモデル切換動作の手順例＞
　以上のような構成により、例えば用紙搬送系制御の評価、定着制御系の評価、駆動部品
系の評価を順次実施する場合の、モデル切換え動作例を図９のフローチャートに示す。な
お、図９のフローチャートに対応するプログラムは、図２の外部記憶部２０９からＲＡＭ
２０３にロードされて、ＣＰＵ２０１により実行される。しかしながら、以下の説明では
、動作手順の理解を明瞭にするため、ＣＰＵ２０１によるプログラムの実行により実現す
る図１の機能構成による動作として説明する。
【００６９】
　まず、ステップＳ９０１で、評価実行部１１２がシナリオ格納部１１１から実行する評
価シナリオを取得する。次に、ステップＳ９０２で、評価実行部１１２は、実行すべき評
価シナリオが無ければ評価を終了する。
【００７０】
　ステップＳ９０２で実行すべき評価シナリオが有れば、ステップＳ９０３で、モデル指
定部１１４が実行する評価シナリオのＩＤからモデル切換条件格納部１１３－１の情報に
基づき評価に対応した擬似プリンタモデルを選択する。そしてステップＳ９０４で、モデ
ル指定部１１４からの指示に基づき、選択した擬似プリンタモデルを選択モデル切換部１
０６が接続情報記憶部１０７の対応する接続情報を使用してシミュレーションシステムに
組み込む。
【００７１】
　選択モデル切換部１０６が選択した擬似プリンタモデルをシミュレーションシステムに
組み込んだ後、ステップＳ９０５で、評価実行部１１２が当該評価シナリオに基づく一連
の評価を実行する。一連の評価実行が終了するとステップＳ９０１に戻り、次の評価シナ
リオの取得からさらに評価を続ける。
【００７２】
　＜実施形態１の効果＞
　実施形態１の構成により、組込みソフトウエアの各種機能評価をシミュレーションによ
り自動的に実行する場合に、各機能評価に適切なシミュレーション環境を自動的に構築し
つつ、効率的な評価を実行することができる。
【００７３】
　［実施形態２］
　上記実施形態１においては、モデル指定部１１４は評価シナリオ毎の評価実行前に擬似
プリンタモデルの切換えを指定する。このため、シミュレータ構成の切換えはシミュレー
ションシステムの動作停止時に行われる。すなわち、シミュレータ構成の切換え後にシミ
ュレータが初期状態から実行されるようになるため、シミュレーションシステムの構成が
切り替わる前後の擬似プリンタの間での動作を連続させる必要は無い。
【００７４】
　しかし、ソフトウエアのデバッグにＣＰＵシミュレータと擬似プリンタとを組み合わせ
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たシミュレーションシステムを活用する場合には、次のような問題がある。すなわち、オ
ペレータがシミュレーション実行中に適宜に擬似プリンタモデルを切換えることによって
、効率的な作業を行えるようにする必要がある。
【００７５】
　そこで、本実施形態２においては、シミュレーションシステムにオペレータが擬似プリ
ンタモデルを指定するためのユーザインタフェースを付加する。更に、シミュレーション
データの対応情報とシミュレーションデータの変換部とを持たせて、接続モデル切換部か
らのモデル切換の指示に応じてシミュレーションモデルのシームレスな切換えを可能にす
る。
【００７６】
　＜実施形態２のシミュレーションシステムの構成例＞
　図１０に、本実施形態におけるシミュレーションシステムの機能構成例を示す。図１０
において、図１と同じ参照番号は同様の機能構成を示し、説明の重複は避ける。
【００７７】
　図１０の実施形態２の機能構成例において、図１の機能構成例との相違は以下の点であ
る。すなわち、オペレータによる擬似プリンタモデルの切換えのためのユーザインタフェ
ース１０１５が加わっている。また、擬似プリンタ１０３'には、各擬似プリンタモデル
のシミュレーションデータの対応情報を記憶するシミュレーションデータ対応情報記憶部
１０１６、及び、シミュレーションデータを変換するシミュレーションデータ変換部１０
１７が加わっている。
【００７８】
　＜実施形態２のユーザインタフェース１０１５の構成例＞
　擬似プリンタモデルの切換えのためのユーザインタフェース１０１５は、用意された擬
似プリンタモデルをユーザに示し、ユーザがモデルを指定するためのＧＵＩ（グラフィカ
ルユーザインタフェース）を有する。該ＧＵＩによりユーザが指定した擬似プリンタモデ
ルの情報が接続モデル切換部１０６に通知されて、擬似プリンタモデルの切換えが行われ
る。
【００７９】
　（ＧＵＩ設定画面の表示例）
　図１１に、本実施形態における擬似プリンタモデルを指定するユーザインタフェースの
ＧＵＩ設定画面の表示例を示す。なお、図１１では、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ社のオペレーテ
ィングシステムであるＷｉｎｄｏｗｓ（登録商標）上でのウインドウ表示の例で示すが、
これに限定されない。
【００８０】
　図１１で、１１０１はモデル選択のウインドウ、１１０２はモデル名の表示欄、１１０
３はモデルの説明の表示欄、１１０４はモデルを選択するチェック表示、１１０５は適用
ボタン、１１０６はＯＫボタン、１１０７はキャンセルボタンである。
【００８１】
　ユーザはモデル選択に際して、マウス等を使用して選択するモデルのチェック表示１１
０４にＧＵＩ上のポインタを移動させ、マウスクリック等の操作を行うことにより、当該
擬似プリンタモデルを排他的に選択できる。適用ボタン１１０５は、ユーザによって該ボ
タン表示個所にポインタの移動がなされマウスクリック等の操作が行われることによって
、擬似プリンタモデル選択の適用を確定させるための表示である。同様の操作により、Ｏ
Ｋボタン１１０６は、擬似プリンタモデル選択の確定と設定ウインドウのクローズの指定
を、キャンセルボタン１１０７は設定を適用せずに設定ウインドウのクローズの指定を行
わしめるための表示である。これらＧＵＩの表示、及び、ＧＵＩを介したユーザから指定
された情報の受け取りは、全てコンピュータシステム上のＯＳを介して行われる。これら
については既知の技術に基づいて行われ、説明は省略する。
【００８２】
　＜実施形態２の擬似プリンタ１０３'の構成例＞
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　実施形態２の擬似プリンタモデルは、実施形態１と同様であるとする。
【００８３】
　（シミュレーションデータ対応情報記憶部１０１６の例）
　図１２に、擬似プリンタ１０３'が有するシミュレーションデータの対応情報の例を、
定着器のシミュレーション機能を例に示す。なお、図１２は定着器を例に説明するが、他
の搬送系や駆動機構なども同様であり、図１２を理解すれば当業者にはその構成は明らか
となる
　図１２において、１２０１は情報番号、１２０２は擬似プリンタモデル１０３－１にお
ける各情報番号のシミュレーションデータを記憶する領域である。また、１２０３は擬似
プリンタモデル１０３－２における各情報番号のシミュレーションデータを記憶する領域
、１２０４擬似プリンタモデル１０３－３における各情報番号のシミュレーションデータ
を記憶する領域である。
【００８４】
　図１２におけるメインサーミスタ電圧、サブサーミスタ電圧とは、各サーミスタ部の温
度に応じて、サーミスタを通してターゲットＣＰＵのＡ／Ｄコンバータ（アナログ／デジ
タル変換機）に入力される電圧値を意味する。
【００８５】
　前述のとおり擬似プリンタモデル１０３－１及び１０３－３の定着シミュレーション機
能は、制御用ソフトウエアの定着制御状態情報から予め定義されたサーミスタ温度を選択
的に設定する機能のみの簡易的なものとなっている。これに対して、擬似プリンタモデル
１０３－２は、定着制御評価のため定着器に関するシミュレーションが高機能となってお
り、他の擬似プリンタモデル１０３－１及び１０３－３には無い、定着に関するシミュレ
ーションデータを持っている。このため、擬似プリンタが定着シミュレーション機能につ
いて持っているシミュレーションデータがプリンタモデル間で１対１に対応しない。
【００８６】
　（シミュレーションデータ変換部１０１７の例）
　本実施形態の擬似プリンタ１０３'においては、下記のようなロジックで動作するシミ
ュレーションデータ変換部１０１７を有することにより、擬似プリンタモデルの切換え時
にシミュレーションデータの引継ぎを可能としている。
【００８７】
　（擬似プリンタモデル１０３－１への引き継ぎ例）
　擬似プリンタモデル１０３－２からの引継ぎ時：
情報番号１：引継ぎ無し（ソフトウエアの定着制御状態を直接取得）。
情報番号８：擬似プリンタモデル１０３－２の情報番号６の最新の温度値から所定式によ
りメインサーミスタ電圧に変換して引き継ぐ。
情報番号９：擬似プリンタモデル１０３－２の情報番号７の最新の温度値から所定式によ
りサブサーミスタ電圧に変換して引き継ぐ。
【００８８】
　擬似プリンタモデル１０３－３からの引継ぎ時：
情報番号１：擬似プリンタモデル１０３－３の情報番号１をそのまま設定する。
情報番号８：擬似プリンタモデル１０３－３の情報番号８をそのまま設定する。
情報番号９：擬似プリンタモデル１０３－３の情報番号９をそのまま設定する。
【００８９】
　（擬似プリンタモデル１０３－２への引き継ぎ例）
　擬似プリンタモデル１０３－１からの引継ぎ時：
情報番号２，３：引継ぎ無し（ソフトウエアの定着制御状態情報に応じて予め定義された
固定値を設定）。
情報番号４，５：引継ぎ無し（ソフトウエアの定着制御状態情報に応じて予め定義された
固定値を設定）。
情報番号６：擬似プリンタモデル１０３－１の情報番号８を所定式によりメインサーミス
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タ温度に変換して引き継ぐ（全て同じ値）。
情報番号７：擬似プリンタモデル１０３－１の情報番号９を所定式によりメインサーミス
タ温度に変換して引き継ぐ（全て同じ値）。
情報番号１０：引継ぎ無し（リレー駆動待機中はfalseとする）。
情報番号１０：引継ぎ無し（ＣＰＵシミュレータのリレー駆動信号に従う）。
【００９０】
　擬似プリンタモデル１０３－３からの引継ぎ時：
上記擬似プリンタモデル１０３－１からの引継ぎ時と同様である。
【００９１】
　（擬似プリンタモデル１０３－３への引き継ぎ）
上記擬似プリンタモデル１０３－１と同様である。
【００９２】
　定着器シミュレーション以外の擬似エンジン機能についても、同様の対応情報と変換手
法とによりシミュレーション情報を引き継ぐことができる。
【００９３】
　＜実施形態２のモデル切換動作の手順例＞
　図１３に、本実施形態２におけるシミュレータ接続部１０２の接続モデル切換部１０６
の制御手順例のフローチャートを示す。なお、図９のフローチャートに対応するプログラ
ムは、図２の外部記憶部２０９からＲＡＭ２０３にロードされて、ＣＰＵ２０１により実
行される。しかしながら、以下の説明では、動作手順の理解を明瞭にするため、ＣＰＵ２
０１によるプログラムの実行により実現する図１０の機能構成による動作として説明する
。
【００９４】
　まず、ステップＳ１３００にて、ユーザインタフェース１０１５がモデル指定ＧＵＩを
表示する。ステップＳ１３０１にて、ユーザインタフェース１０１５でＧＵＩを介してオ
ペレータからのモデル指定を受けると、ステップＳ１３０２で、同期部１０８に同期処理
の一時停止（すなわち、シミュレーションの一時停止）を要求する。これに応じて、同期
部１０８は同期処理を一時停止し、システム全体のシミュレーションが一時停止する。
【００９５】
　次に、ステップＳ１３０３で、接続モデル切換部１０６は、接続情報記憶部１０７の対
応する接続情報に基づいて指定された擬似プリンタモデルをＣＰＵシミュレータ１０１へ
の接続を実行する。同時に、ステップＳ１３０４で、接続モデル切換部１０６は、擬似プ
リンタ１０３'に対して指定された擬似プリンタモデルへのシミュレーションデータ変換
指示を出す。これを受けて、擬似プリンタ１０３'側ではシミュレーションデータ対応情
報記憶部１０１６の情報とシミュレーションデータ変換部１０１７の手順とに従って、新
しく設定される擬似プリンタモデルへのシミュレーションデータの引継ぎ処理を行う。
【００９６】
　ステップＳ１３０５で、擬似プリンタモデルからのシミュレーションデータ変換完了の
通知を受けると、接続モデル切換部１０６は、ステップＳ１３０６で同期部１０８に同期
処理の再開を指示して、シミュレーションの実行を再開させる。
【００９７】
　＜実施形態２の効果＞
　実施形態２の構成により、実施形態１の効果に加えて、シミュレーション実行途中でオ
ペレータからのモデル変更要求を受けて擬似プリンタモデルをシームレスに切換えること
が可能になる。
【００９８】
　［実施形態３］
　実施形態１及び２では、プリンタの基本機能を全て含む擬似プリンタモデルを単位に、
シミュレーション対象の条件に応じて擬似プリンタモデルを切換えている。本実施形態３
では、擬似プリンタをプリンタの基本機能を個別にシミュレーションする擬似プリンタ部
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品（構成要素）の集合で構成し、擬似プリンタ部品毎に異なるモデルを用意する。そして
、シミュレーションの目的毎に擬似プリンタ部品を組み替えて擬似プリンタモデルを構成
することで、効率的なシミュレーションを実行できるようにしている。
【００９９】
　＜実施形態３のシミュレーションシステムの構成例＞
　図１４に、本実施形態３におけるシミュレーションシステムの構成を示す。図１４にお
いて、図１及び図１０と同じ参照番号は同様の機能構成を示し、説明の重複は避ける。図
１４の図１０との相違は、擬似プリンタ１４０３、接続情報記憶部１４０７及びモデル切
換条件格納部１１３－２の構成と、接続モデル切換部１０６の擬似プリンタモデル定義情
報１０６ａの追加である。
【０１００】
　＜実施形態３の擬似プリンタ１４０３の構成例＞
　実施形態１及び２では、擬似プリンタは擬似プリンタモデル１０３－１～１０３－３で
構成され、目的に応じて何れか１つのシミュレーションモデルをＣＰＵシミュレータと接
続するようにしていた。
【０１０１】
　これに対して本実施形態３では、擬似プリンタ１４０３を次のように構成する。擬似プ
リンタ１４０３は、精度の異なる２つの用紙搬送シミュレーションモデル１４０３－１と
用紙搬送シミュレーションモデル１４０３－２とを有する。また、精度の異なる２つの定
着シミュレーションモデル１４０３－３と定着シミュレーションモデル１４０３－４とを
有する。また、精度の異なる２つの駆動部品シミュレーションモデル１４０３－５と駆動
部品シミュレーションモデル１４０３－６とを有する。また、精度の異なる２つの画像形
成シミュレーションモデル１４０３－７と画像形成シミュレーションモデル１４０３－８
とを有する。また、擬似プリンタ描画機能１４０３－９を有する。
【０１０２】
　なお、図１４の擬似プリンタ１４０３の構成は一例であって、どのように機能を分類す
れば効率の良いシミュレーションが可能かにより、種々の部品分けや機能に基づくグルー
プ分けが可能である。
【０１０３】
　以下、上記部品シミュレーションモデルを総称して擬似プリンタ部品と記す。そして、
シミュレーション実行に際しては、これら擬似プリンタ部品を適宜組み合わせて擬似プリ
ンタを構成するようにする。複数のシミュレーション部品を組み合わせて１つのシミュレ
ーションシステムとして構築する手法は、既知の技術に基づいており詳説は省く。
【０１０４】
　これらの構成を、評価シナリオ、オペレータからの指定に応じて切換えるための基本的
な構成や動作は、実施形態１及び２と同様である。ただし、本実施形態３のように１つの
擬似プリンタを複数のシミュレーション部品の組み合わせで構成して目的に応じて組み替
える場合には、実施形態１及び２には無い処理が必要になる。すなわち、ＣＰＵシミュレ
ータと擬似プリンタモデルとの接続の組み換えのほかに、シミュレータ部品間の接続の組
み替えも必要になる。
【０１０５】
　（用紙搬送シミュレーションモデルの例）
　図１５に、用紙搬送シミュレーションモデル１４０３－１の、初期設定情報１５０１、
入力情報１５０２、シミュレーションユニット１５０３、機能構成１５０４、出力情報１
５０５の例を示す。図１６に、用紙搬送シミュレーションモデル１４０３－２の、初期設
定情報１６０１、入力情報１６０２、シミュレーションユニット１６０３、機能構成１６
０４、出力情報１６０５の例を示す。
【０１０６】
　図１５及び図１６に示すように、図１５は高精度の用紙搬送シミュレーションモデルで
あり、図１６は低精度の用紙搬送シミュレーションモデルである。例えば、図１５のモデ
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ルは、対象となる用紙がニップされているローラ全てについての用紙搬送速度演算機能、
対象となる用紙がニップされている全てのローラ間の用紙弛み量演算機能、用紙積載高さ
の概念を持つ給紙・排紙トレイ用紙管理手段等を有する。そして、ローラ滑り率、ローラ
間の用紙弛み量等を考慮して各種用紙挙動、センサ干渉の演算を行うというように高機能
のシミュレーションを行えるような構成となっている。これに対して、図１６のモデルで
は、用紙速度、用紙弛みは用紙に関連するローラの最上流と最下流のローラの関連のみか
ら簡易的に求め、給紙・排紙トレイの用紙積載量に関する概念を持たない構成になってい
る。
【０１０７】
　（定着シミュレーションモデルの例）
　図１７に、定着シミュレーションモデル１４０３－３の、初期設定情報１７０１、入力
情報１７０２、シミュレーションユニット１７０３、機能構成１７０４、出力情報１７０
５の例を示す。図１８に、定着シミュレーションモデル１４０３－４の、初期設定情報１
８０１、入力情報１８０２、シミュレーションユニット１８０３、機能構成１８０４、出
力情報１８０５の例を示す。
【０１０８】
　図１７及び図１８に示すように、図１７は高精度の定着シミュレーションモデルであり
、図１８は低精度の定着シミュレーションモデルである。例えば、図１７のモデルでは、
ヒータドライブ信号、イネーブル信号、リレー状態、ゼロクロス信号等、実機のハードウ
エア回路の機能を全てシミュレーションする。同時に、熱伝達遅延、定着部の用紙通過等
を考慮した定着温度演算を行い、より実記の定着装置に近い動作をシミュレーションする
構成となっている。これにに対して、図１８のモデルでは、予め設定された定着制御状態
に対応して数段階の定着温度を選択する簡易的な構成となっている。
【０１０９】
　（駆動部品シミュレーションモデルの例）
　図１９に、駆動部品シミュレーションモデル１４０３－５の、初期設定情報１９０１、
入力情報１９０２、シミュレーションユニット１９０３、機能構成１９０４、出力情報１
９０５の例を示す。図２０に、駆動部品シミュレーションモデル１４０３－６の、初期設
定情報２００１、入力情報２００２、シミュレーションユニット２００３、機能構成２０
０４、出力情報２００５の例を示す。
【０１１０】
　図１９及び図２０に示すように、図１９は高精度の駆動部品シミュレーションモデルで
あり、図２０は低精度の駆動部品シミュレーションモデルである。例えば、図１９のモデ
ルでは、各種モータ、アクチュエータの動作シミュレーションに時定数を設ける、ステッ
ピングモータ動作を励磁制御信号に応じて動作させる等、より実機に近い動作シミュレー
ションを行う。同時に、モータ、アクチュエータに関する異常状態を強制的に発生させる
機能を設けた構成になっている。これに対して、図２０のモデルでは、時定数を持たず、
励磁制御信号に応じたステッピングモータ駆動シミュレーションを持たない構成となって
いる。
【０１１１】
　（画像形成シミュレーションモデルの例）
　図２１に、画像形成シミュレーションモデル１４０３－７の、初期設定情報２１０１、
入力情報２１０２、シミュレーションユニット２１０３、機能構成２１０４、出力情報２
１０５の例を示す。図２２に、画像形成シミュレーションモデル１４０３－８の、初期設
定情報２２０１、入力情報２２０２、シミュレーションユニット２２０３、機能構成２２
０４、出力情報２２０５の例を示す。
【０１１２】
　図２１及び図２２に示すように、図２１は高精度の画像形成シミュレーションモデルで
あり、図２２は低精度の画像形成シミュレーションモデルである。例えば、図２１のモデ
ルはスキャナモータ駆動シミュレーションは簡易的に行うものの、画像形成シーケンスを
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解析して画像形成位置を解析するような構成になっている。これに対して、図２２のモデ
ルはスキャナモータ駆動シミュレーションを精密に行う一方で、画像形成位置解析機能は
持たない構成となっている。
【０１１３】
　（擬似プリンタ描画機能の例）
　図２３に、擬似プリンタ描画機能１４０３－９の、初期設定情報２３０１、入力情報２
３０２、シミュレーションユニット２３０３、機能構成２３０４、出力情報２３０５の例
を示す。
【０１１４】
　図１５乃至図２３に示されるように、各擬似プリンタ部品の入出力は、ＣＰＵシミュレ
ータのほかに他の擬似プリンタ部品との接続も持っている。従って、本実施形態３におけ
る接続情報には各擬似プリンタ部品についてのＣＰＵシミュレータとの接続情報と、他の
擬似プリンタ部品との接続情報が含まれる。
【０１１５】
　＜実施形態３のシミュレータ接続部１０２'の構成例＞
　（擬似プリンタモデル定義情報１０６ａの例）
　本実施形態３の擬似プリンタ１４０３は擬似プリンタ部品の組み合わせで構成されるた
め、接続モデル切換部１０６は、予め擬似プリンタ部品の組み合わせによるいくつかの擬
似プリンタモデルを定義している。そして、外部からの擬似プリンタモデルの指定は、擬
似プリンタモデル定義情報１０６ａにより擬似プリンタ部品の組み合わせに変換される。
【０１１６】
　図２４Ａに、接続モデル切換１０６における擬似プリンタモデル定義情報１０６ａの例
を示す。各擬似プリンタモデル２４０１に対応して組み合わされる擬似プリンタ部品２４
０２が記憶されている。
【０１１７】
　（接続情報記憶部１４０７の例）
　図２４Ｂに、本実施形態３における定着シミュレーションモデル１４０３－１について
の接続情報の例を示す。図１４Ｂにおいて、２４１１は信号名、２４１２はデータサイズ
、２４１３はデフォルト値、２４１４は信号ＩＤ、２４１５はＩ／Ｏである。
【０１１８】
　実施形態１の接続情報では、擬似プリンタの各モデル毎にＣＰＵシミュレータ１０１と
の接続情報が定義されていた。これに対して、本実施形態３の擬似プリンタ部品において
は接続先がＣＰＵシミュレータ１０１のみではない。他の擬似エンジン部品とも接続され
ること及び接続される擬似エンジン部品が固定でないことから、相手先を特定せず自身の
入出力情報について定義している。信号ＩＤ２４１４は、ＣＰＵシミュレータ１０１、擬
似プリンタ部品、評価部１０４'といったシミュレーションシステムを構成する全機能の
入出力情報について、同一の意味として取り扱う情報を同じ数値となるように割り振った
ものである。シミュレータ接続部１０２'の配線部１０９によるシミュレーションシステ
ムの入出力情報接続は、信号ＩＤ２４１４を基準に行う。
【０１１９】
　また、実施形態１の接続情報では擬似プリンタモデル自身がシミュレーション機能を持
たない出力情報（すなわち、ＣＰＵシミュレータの入力情報）に、デフォルト値の指定が
行われる仕様になっている。しかし、本実施形態３においては、擬似プリンタ部品への入
力についてデフォルト値が設定されている。これは、他の擬似プリンタ部品から入力され
るべき入力情報が、相手先の擬似プリンタ部品によって機能を持たない場合、または、相
手先となるべき擬似プリンタ部品そのものが擬似プリンタの構成として含まれない場合に
対応するためのものである。
【０１２０】
　例えば、図２４Ｂにおける"定着部用紙ニップ状態"は、接続されるモデルが簡易版の用
紙搬送シミュレーションモデル１４０７－２の場合、又は、用紙搬送シミュレーションモ
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デルを擬似プリンタ構成に加えない場合には、設定元が存在しない。このような場合でも
、シミュレーションが実行できるようにデフォルト値が設定される。これらデフォルト値
は、シミュレータ接続部１０２'の接続モデル切換部１０６による擬似プリンタ間の接続
処理時に接続の有無が判断される。そして、接続無しの場合に、その情報がシミュレータ
接続部１０２'に伝わりシミュレータ接続部１０２'から各擬似プリンタ部品への設定値と
して使用される。
【０１２１】
　＜実施形態３の評価部１０４'の構成例＞
　（モデル切換条件格納部１１３－２の例）
　図２５は、モデル切換条件格納部１１３－２の構成例を示す図である。図２５にように
、実施形態３では、各評価シナリオに対応して１つの擬似プリンタモデルが格納されてい
る。モデル切換条件格納部１１３－２には、評価シナリオＩＤ２５０１に対応してシミュ
レーション状態２５０２とその特に選択される擬似プリンタモデル２５０３が格納される
。
【０１２２】
　＜実施形態３のモデル切換動作の手順例＞
　以上のような構成による、擬似プリンタモデルの切換えの制御手順例のフローチャート
を、図２６に示す。なお、図２６のフローチャートに対応するプログラムは、図２の外部
記憶部２０９からＲＡＭ２０３にロードされて、ＣＰＵ２０１により実行される。しかし
ながら、以下の説明では、動作手順の理解を明瞭にするため、ＣＰＵ２０１によるプログ
ラムの実行により実現する図１４の機能構成による動作として説明する。
【０１２３】
　まず、ステップＳ２６００にて、ユーザインタフェース１０１５がモデル指定ＧＵＩを
表示する。ステップＳ２６０１において、評価部１０４'またはＧＵＩを介して擬似プリ
ンタモデルの指定を受けると、ステップＳ２６０２で、同期部１０５に同期処理の一時停
止（すなわち、シミュレーションの一時停止）を通知する。
【０１２４】
　次に、ステップＳ２６０３で、接続モデル切換部１０６は、擬似プリンタモデル定義情
報１０６ａに基づき指定された擬似プリンタモデルを構成する擬似プリンタ部品情報を取
得する。接続モデル切換部１０６は、ステップＳ２６０４で、接続情報記憶部１４０７の
対応する接続情報に基づいて指定された擬似プリンタ部品の計算機シミュレータへの接続
、および、擬似プリンタ部品間の接続を実行する。次に、接続モデル切換部１０６は、ス
テップＳ２６０５で擬似プリンタ１４０３に対して指定擬似プリンタ部品へのシミュレー
ションデータ変換指示を出す。
【０１２５】
　そして、ステップＳ２６０６で、接続モデル切換部１０６は、擬似プリンタモデルから
のシミュレーションデータ変換完了の通知を受けると、ステップＳ２６０６で同期部１０
５に同期処理の再開を指示して、シミュレーションの実行を再開させる。
【０１２６】
　＜実施形態３の効果＞
　実施形態３の構成により、擬似プリンタを部品単位で管理することができ、シミュレー
ションシステムの拡張性、変更の容易性を高めることができる。
【０１２７】
　［実施形態４］
　実施形態１乃至３では、評価シナリオ毎に擬似プリンタモデルを切換えるように構成さ
れている。ここで、評価シナリオによっては、１つの評価シナリオ実行中に擬似プリンタ
モデルを切換えることで、より効率的な評価を実行できる場合がある。
【０１２８】
　例えば、電子写真装置における用紙搬送制御の評価において、一連のプリント動作を実
行するとプリンタ立ち上げから用紙搬送動作開始に至る期間、用紙搬送の実行期間、用紙
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搬送動作終了から待機状態に至る期間の順にソフトウエアの制御が実行される。この場合
、プリンタ立ち上げから用紙搬送動作開始に至る期間及び用紙搬送動作終了から待機状態
に至る期間は、用紙搬送が実行されないためソフトウエアの動作に影響を与えない範囲で
できるだけシミュレーションを簡略化して時間を短縮することが望ましい。
【０１２９】
　そこで、本実施形態４においては、実施形態１に示される擬似プリンタモデル構成をベ
ースに、シミュレーションの動作状態に応じて擬似プリンタ部品の指定を行う擬似プリン
タ部品指定機能を評価部１０４'に持たせる。また、実施形態３に示される擬似プリンタ
部品の組み合わせによる擬似プリンタ構成をベースに、シミュレーションの動作状態に応
じて擬似プリンタ部品の指定を行う擬似プリンタ部品指定機能を評価部１０４'に持たせ
る。これにより、より効率的なシミュレーション評価を可能にする。
【０１３０】
　＜実施形態１の構成による一連の擬似プリンタモデルの切換例１＞
　本実施形態におけるシミュレーションシステムの構成図は、実施形態１の図１と同じで
ある。
【０１３１】
　ただし、本実施形態３の評価部１０４では、評価実行部１１２にシミュレータ接続部０
２を介して前の擬似プリンタモデルでのシミュレーションデータを取得する機能を設ける
。また、モデル切換条件格納部１１３－１には、１つの評価シナリオＩＤに対して、評価
シナリオＩＤとシミュレーション状態との組み合わせによる複数の一連の擬似プリンタモ
デルの指定情報を有している。
【０１３２】
　（実施形態４のモデル切換条件格納部１１３－１の例）
　図２７Ａに、モデル切換条件格納部１１３－１の例を示す。図２７Ａにおいて、２７０
１は評価シナリオＩＤ、２７０２はシミュレーション状態、２７０３は対応する擬似プリ
ンタモデルである。
【０１３３】
　図２７Ａに示されるシミュレーション状態は、制御用ソフトウエアが扱う情報であれば
全て指定可能である。これらの情報はユーザによって予め前記シミュレータ接続部１０６
への出力が指定されることで評価部１０４の評価実行部１１２でモニタ可能となる。
【０１３４】
　評価部１０４のモデル指定部１１４は、モデル切換条件格納部１１３に基づき、実行さ
れる評価シナリオとシミュレーションの実行状態とに応じて擬似プリンタモデルを指定す
る。この場合、１つの評価シナリオに対してシミュレータ接続部１０２の接続モデル切換
部１０６は一連の複数の擬似プリンタモデルを順に指定することになる。
【０１３５】
　＜実施形態３の構成による一連の擬似プリンタモデルの切換例２＞
　本実施形態におけるシミュレーションシステムの構成図は、実施形態３の図１４と同じ
である。
【０１３６】
　ただし、本実施形態の評価部１０４'では、評価実行部１１２にシミュレータ接続部１
０６を介してシミュレーションデータを取得する機能を設ける。また、モデル切換条件格
納部１１３－２には、１つの評価シナリオに対して、評価シナリオＩＤとシミュレーショ
ン状態との組み合わせによる複数の擬似プリンタモデルの指定情報を有している。
【０１３７】
　＜実施形態４のモデル切換条件格納部１１３－２の例＞
　図２７Ｂに、モデル切換条件格納部１１３－２の例を示す。図２７Ｂにおいて、２７１
１は評価シナリオＩＤ、２７１２はシミュレーション状態、２７１３は対応する擬似プリ
ンタモデルである。
【０１３８】
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　図２７Ｂに示されるシミュレーション状態は、出力ポートに出力される情報のほか、制
御用ソフトウエアが扱う情報であれば全て指定可能である。これらの情報は、ユーザによ
って予め前記シミュレータ接続手段への出力が指定されることで評価ビ１０４'の評価実
行部１１２でモニタ可能となる。また、擬似プリンタモデルは、擬似プリンタ部品の組み
合わせを予め数値として定義したもので、図２４Ａの擬似プリンタモデルの数値に相当す
る。
【０１３９】
　評価部１０４'のモデル指定手段１１４は、モデル切換条件格納手段１１３－２に基づ
き、実行される評価シナリオとシミュレーションの実行状態に応じて擬似プリンタモデル
を指定する。この場合、１つの評価シナリオに対してシミュレータ接続部１０２'の接続
モデル切換部１０６は一連の複数の擬似プリンタモデルを順に指定することになる。
【０１４０】
　＜実施形態４の効果＞
　実施形態４の構成により、実施形態１乃至３の効果に加えて、シミュレーション状態に
応じたきめ細かなシミュレーション環境の最適化を行うことが可能になる。
【０１４１】
　なお、本発明は、複数の機器から構成されるシステムに適用してもよいし、また、一つ
の機器からなる装置に適用してもよい。例えば、スキャナ、プリンタ、ＰＣ、複写機、複
合機及びファクシミリ装置の如くである。
【０１４２】
　また、本発明は、前述した実施形態の各機能を実現するソフトウエアプログラムを、シ
ステム若しくは装置に対して直接または遠隔から供給することによっても達成される。そ
して、そのシステム等に含まれるコンピュータが該供給されたプログラムコードを読み出
して実行する。
【０１４３】
　従って、本発明の機能・処理をコンピュータで実現するために、該コンピュータにイン
ストールされるプログラムコード自体も本発明を実現するものである。つまり、上記機能
・処理を実現するためのコンピュータプログラム自体も本発明の１つである。
【０１４４】
　その場合、プログラムの機能を有していれば、オブジェクトコード、インタプリタによ
り実行されるプログラム、ＯＳに供給するスクリプトデータ等、プログラムの形態を問わ
ない。プログラムを供給するための記録媒体としては、例えば、フレキシブルディスク、
ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＭＯ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－
ＲＷなどがある。また、記録媒体としては、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯ
Ｍ、ＤＶＤ（ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－Ｒ）などもある。
【０１４５】
　また、プログラムは、クライアントコンピュータのブラウザを用いてインターネット／
イントラネットのウェブサイトからダウンロードしてもよい。すなわち、該ウェブサイト
から本発明のコンピュータプログラムそのもの、もしくは圧縮され自動インストール機能
を含むファイルをハードディスク等の記録媒体にダウンロードしてもよいのである。また
、本発明のプログラムを構成するプログラムコードを複数のファイルに分割し、それぞれ
のファイルを異なるウェブサイトからダウンロードすることによっても実現可能である。
つまり、本発明の機能処理をコンピュータで実現するためのプログラムファイルを複数の
ユーザに対してダウンロードさせるＷＷＷサーバも、本発明の構成要件となる場合がある
。
【０１４６】
　また、本発明のプログラムを暗号化してＣＤ－ＲＯＭ等の記憶媒体に格納してユーザに
配付してもよい。この場合、所定条件をクリアしたユーザにのみ、インターネット／イン
トラネットを介してウェブサイトから暗号化を解く鍵情報をダウンロードさせる。そして
、その鍵情報で暗号化されたプログラムを復号して実行し、プログラムをコンピュータに
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インストールしてもよい。
【０１４７】
　また、コンピュータが、読み出したプログラムを実行することによって、前述した実施
形態の機能が実現されてもよい。なお、そのプログラムの指示に基づき、コンピュータ上
で稼動しているＯＳなどが、実際の処理の一部または全部を行ってもよい。もちろん、こ
の場合も、前述した実施形態の機能が実現され得る。
【０１４８】
　さらに、記録媒体から読み出されたプログラムが、コンピュータに挿入された機能拡張
ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれてもよ
い。そのプログラムの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるＣ
ＰＵなどが実際の処理の一部または全部を行ってもよい。このようにして、前述した実施
形態の機能が実現されることもある。
【図面の簡単な説明】
【０１４９】
【図１】実施形態１のシミュレーションシステムの機能構成例を示すブロック図である。
【図２】本実施形態のシミュレーションシステムの実行環境であるコンピュータシステム
の機能構成例を示すブロック図である。
【図３】本実施形態に関るシミュレーションシステムのシミュレーション対象の装置であ
る電子写真装置の断面図である。
【図４】実施形態１における擬似プリンタモデル１０３－１の機能一覧例を示す図である
。
【図５】実施形態１における擬似プリンタモデル１０３－２の機能一覧例を示す図である
。
【図６】実施形態１における擬似プリンタモデル１０３－３の機能一覧例を示す図である
。
【図７】本実施形態における擬似プリンタ描画機能による描画イメージ例を示す図である
。
【図８Ａ】実施形態１の擬似プリンタモデル１０３－１についての接続情報１０７－１の
内容例を示す図である。
【図８Ｂ】実施形態１の擬似プリンタモデル１０３－２についての接続情報１０７－２の
内容例を示す図である。
【図８Ｃ】実施形態１の擬似プリンタモデル１０３－３についての接続情報１０７－３の
内容例を示す図である。
【図８Ｄ】実施形態１のモデル切換条件格納部１１３－１の内容例を示す図である。
【図９】実施形態１におけるシミュレーションモデルの切換処理の手順例を示すフローチ
ャートである。
【図１０】実施形態２のシミュレーションシステムの機能構成例を示すブロック図である
。
【図１１】実施形態２におけるモデル選択のＧＵＩイメージ例を示す図である。
【図１２】実施形態２における定着シミュレーション機能のシミュレーションデータ対応
情報記憶部１０１６の構成例を示す図である。
【図１３】実施形態２のシミュレーションモデルの切換処理の手順例を示すフローチャー
トである。
【図１４】実施形態３のシミュレーションシステムの機能構成例を示すブロック図である
。
【図１５】実施形態３の高精度の用紙搬送シミュレーションモデル１４０３－１の機能一
覧例を示す図である。
【図１６】実施形態３の低精度の用紙搬送シミュレーションモデル１４０３－２の機能一
覧例を示す図である。
【図１７】実施形態３の高精度の定着シミュレーションモデル１４０３－３の機能一覧例
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を示す図である。
【図１８】実施形態３の低精度の定着シミュレーションモデル１４０３－４の機能一覧例
を示す図である。
【図１９】実施形態３の高精度の駆動部品シミュレーションモデル１４０３－５の機能一
覧例を示す図である。
【図２０】実施形態３の低精度の駆動部品シミュレーションモデル１４０３－６の機能一
覧例を示す図である。
【図２１】実施形態３の高精度の画像形成シミュレーションモデル１４０３－７の機能一
覧例を示す図である。
【図２２】実施形態３の低精度の画像形成シミュレーションモデル１４０３－８の機能一
覧例を示す図である。
【図２３】実施形態３の擬似プリンタ描画機能１４０３－８の機能一覧例を示す図である
。
【図２４Ａ】実施形態３の接続モデル切換部における擬似プリンタモデル定義情報の構成
例を示す図である。
【図２４Ｂ】実施形態３の定着シミュレーションモデル１４０３－１の接続情報例を示す
図である。
【図２５】実施形態３のモデル切換条件格納部１１３－２の構成例を示す図である。
【図２６】実施形態３のシミュレーションモデルの切換処理の手順例を示すフローチャー
トである。
【図２７Ａ】実施形態１の構成における実施形態４の評価部のモデル切換条件情報記憶部
１１３－１の構成例を示す図である。
【図２７Ｂ】実施形態３の構成における実施形態４の評価部のモデル切換条件情報記憶部
１１３－２の構成例を示す図である。
【図２８】従来のシミュレーションシステムの機能構成例を示す図である。
【図１】 【図２】
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